
借地の再生事lll(交換編)
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こ質問のケースのように、比較的広い面積の借

地権を保有 している僣地人は、更新滲:や高額地代
の支払いを懸念して、借地権と底地の交換を希望

する方が少なくありません。

交換後の土地の評価を算出してみる

質問者のケースでは、借地人は図 iの A地 を共同住宅、
B地 を自宅として利用しており、A地 の借地権とB地 の底
地権の交換を希望していました。当該地の借地権割合は60
%で すが、一般的に交換比率は 1:1の 価格比率になるこ
とが多いようです。A地 とB地 とでは、敷地の形状が異な
つており、敷地延長地 (不整形地)で あるA地 はB地 と比
較して価格が 2割 以上下落すると言われています。果たし
てA地 とB地 の価格には、どの程度の差があるかを検討し
てみる必要があります。

不動産鑑定価格を利用する方法もありますが、ここでは
相続税法の財産評価通達に従つて、算出してみます。
(A地 の評価)

]E15日辟痢良I1250,000F電)くりにな予f[本各詢市IE月に1.00==250,000「J

想定整形地の間口距離20.00m× 想定整形地の奥行距llL16.
50m==320.00● 1
(想定整形地の面積320.00ni―不整形地の地積186.00■)

÷想定整形地の面積320.00轟=か げ地割合41.87%

不整形補正率表の補正率0.85×間口狭小補正率0.90
==0.7650…・・・・O
奥行長大補正率0.90×間口狭小補正率0.90=0.0100・……②
不整形地補正率は①と②のいずれか低い率を採用しますの
で、ここでは①の0.76(小 数点以下 2位 未満 UOり捨て)と
なります。

250,000P])く0.76==190,000Fq 〈1」 里当力Eヒ)0)冨平,田駐買)
190,000Pヨ)く186.00コr-35,3401000Fヨ

(A地 の相続税評価額)
〈B地 の評価)

]E158=湘良f田250,000FヨXり堅イテt[ホざネ南IE』医0.97==242,500Fヨ

B地 は不整形地ではありませんので、l nI当たりの評価額
は上記の242,500F]となります 。

242,500FttX 144.00コd==34,920,000F]
(B地 の相続税評価ll■)

申告では固定資産の交換の特例を利用

A地 の評価額はB地 のそれよりも420,00Cl円高くな りま

すが、評価額に対して1.18%の 差額にすきません。薔籍等
では、差額を生じた場合には交換差金を支払うという記述
がありますが、このケースのように底地権者と借地権者が
合意をすれば、支払う必要がありません:

一般的に借地権と底地の交換においては所得税法第58条
の 「固定資産の交換の特例 」を適用することを申告すれ
は、譲渡所得税の課税はありません (ほかにFllかい適用要

件もありますので、申告時に確認することが重要 )が 、交
換差金を授受した場合には、その差金については譲波があ
つたものとして課税されることになりますので、こ注意く
ださい。

また上記の評nIIの差額についてですが、所得税法では
「交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との

差額がこれ らの価額のうちいずれか多い価額の100分の20

借地と底地を
1:1の価格比率
で交換

に相当する金額を超える場合には、固定資産の交換の特例
は適用しないJと F●Liltされていますので、評価額に対して
は十分な検討が必要です。

路地状敷地の利用を考える

A地 上には、老朽化した共同住宅が建つており、借家人
もわずか 1人 だけという状態になつています。A地 は最寄
りIIJtから徒歩 5分 と交通至便な所にあり、東京者レいまで30
分程度で通勤できます。共同住宅を再建築すれば、入居者
のFal保も比1交的容易と思われ、地主は今までの地代収入を
大幅に上回る家質収入を得ることができると予想され ま
つ
‐
。
しかし、A地 には大きな問題があります。東京都の建築

安全条″U第3条 では、以下のように記載されています。
「建築物の敷lLがllH地状部分のみによつて道路に接する場

合には、その敷地の略地状部分の1幅員は、路地状部分の長
さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならな
い」

敷地の略地状部分の長 さ

20m以 下のもの

20mを 超えるもの      3m
A地 の場合は略サD大 部分の長さが 8mで あり、20m未 満

なので中日員は 2mあ ればOKで 、基準を満たしています。
しかし、同条例第17条には 「共同住宅等の主要な出入 り口
と道路」についてのH●L載があり、2号 には 「lH員が 4m以
上 (長さが35mを 超える場合は、6m以 上 )の 通路等で、
道路に避難上有alJに通ずるものを設けた場合のみ、共同住
宅等の主要な出入リロは、道路に面しなくても良い」と書
かれています。従つて、略地状部分の幅員が 4m未 満のA
地にはアパー トが建築できないことになります。

せつかく交換で取得したAlしですが、活用できなければ
借地のままの方がベターということになつてしまいます。
そこで、路地状敷地の活用が得意な建築土に相談したとこ
ろ、テラスハウスの長屋形式の集合住宅であれば、建築は
可能とのア ドバイスをもらいました。

図2の ように 1階 の中央部に 2階 住戸の階段スペースを
効率的に配置し、計 4戸 の質貸住宅を建築することができ
ます。その結果、月額賃料74,000円 (1階 は72,000円 で 2
階は74,000円 )× 4戸 ×12カ月=約 355万円の年間収入を
手にすることができます。総建築費約2,500万 円に対 して
利回リベースで、14.2%と いう高収益を上げることができ
るのです .

41LlLと底地の交換では、評価額の検討も重要ですが、そ
れ以上に交換で取得した土地の活用が重要です。交換前に
交換後の最有効活用に関して多方面から検討しておくべき
でしよう。

また、地主サイ ドもltui地人からの申し出を待つばかりで
なく、積極的に借地と底地の交換等を1炎討して、資産の利
回リアップを目指すべきであると思います。不良化した貸
宅ナLも 、やりようによつては再生できることを知つていた
だきたいと思います。
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